
 

 

 

 

 

 
 

 

2023 休眠預金事業の展開は、夏休み中の子ども食堂への支援をはじめ、各実行団体が管内の関係団体と緊密な

連携・ネットワークの基づき精力的に取組んだ等の事業進捗報告を受けた。 

月次精算事務・システムの事務処理については、各実行団体とも悪戦苦闘している姿も伺えるが着実で正確な事

務処理を期待したい。 
 

【小諸市社協（エリア：佐久ブロック）】 

9月9 日（月）佐久ブロック第２回休眠預金事業担当者

会議が佐久市福祉総合センターで開催され、管内の市町村

社協及びまいさぽ担当者が約20人出席。会議は 

① 「要支援世帯への

アウトリーチのた

めの食糧配布事

業」緊急食糧配布

事業」の実施に向

けた調整。 

② 「子ども食堂実施

団体への継続支援

事業」「新規子ど

も食堂等イベント支援

事業」の概要説明 等 

を目的に開催 

会場には、発注した食

品等が納品され、事業

者、佐久市社協と検品を

した。箱詰めのサンプル

も展示され休憩時間中に

は確認作業も行われた。 

小諸市社協から詳細な

説明が行われた後、生活

困窮者や子ども食堂の状

況等情報共有し休眠預金

事業の果たす役割等について活発なグループ会議も行われ

た。 

この度の短期そして広域での事業展開を目指す会議は、

概して一方的な説明会に終始しがちである。しかし、グル

ープ討議では夏休み中の子ども食堂の取組み等、全員が熱

く語り合うソーシャルワーカーの姿に感動さえ覚えた。情

報発信について、各市町村社協などのHPやSNSの活用に

ついても確認した。なお、会議には JANPIA（安藤PO）、

県社協（長峰所長・小池PO ）も出席した。 

第３回会議は10 月7 日開催し、事業進捗状況を報告し

合うとともに今後実施の予定の「児童・生徒への学用品支

援事業」について、熱心なグループ討議も含め検討した。 

【ワーカーズコープ（エリア：中信地区）】 

■フードバンク回収機能の強化 

▪広報まつもと9月号に寄贈呼びかけ広告を掲載。（12月

まで毎月掲載予定） 

▪信濃毎日新聞9/2朝刊第一社会面に広告掲載。（2月ま

で隔週で掲載予定） 

▪市民タイムス9/9以降2月まで隔週で掲載。 

各媒体からの申込が複数件あり。 

※各媒体における反響等を分析、より効果的な発信方法を

模索していく。 

■困窮世帯・ハイリスク世帯を対象としたフードパントリ

ーの実施 

▪市内の困窮者支援団体(反貧困セーフティネット、子ども

食堂など)を経由し、食事提供用および配布用食品の提供

をおこなった。9月で11回、計360㎏を提供。 

※反貧困セーフティネット・アルプスと連携し、10月から

一斉に始まるきずな村(松本市中央、島内、並柳、寿台、

及び塩尻市)での支援物資配布に係る支援を行う 

■潜在的な生活困難層（子育て世帯）への食料配布 

子育て家庭向けの案内チラ

シを以下の窓口へ配布。 

10/7時点で151件の申込 

▪松本市の児童センター、放 

課後児童クラブ 

▪松本市こども福祉課、生活

福祉課、多文化共生プラザ 

▪社会福祉協議会(まいさぽ松本) 

▪長野県地域振興局、及び松本地域子ども応援プラットフ

ォーム所属団体 

▪市民タイムス(9/18)一面掲載 

※年度内でもう１～２回実施予定。現拠点での収容に限界

があり、引越しを検討。 

■フレッシュフードシェアの強化 

9/13、9/27の実施に際し、今井恵みの里のほか市内の

農家様、味噌組合様、玄向寺様によるご寄贈があった。 

※松本圏域の農家さんへの認知をさらに広げてゆきたい。

参加団体は少なくとも10 を下回ることはなく、提供の

公平性や仕組みも課題であると考えている。 １
月 
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【はなぶさ学園（エリア：下伊那郡）】 

コツコツとトイレットペー

パーを包装しています 

防災用に使って下さいね 

9/29(日) はなぶさカフェ、

大人9 人 子ども10 人。松川

町ふれあい工房にて、はなぶ

さカフェ開催！ 

本日は防災キットをその場

で食べてもらいました 

運動会の帰りとか、ダンスの

帰りとかお腹空いてるから食

べるの早い早い！！ 

子ども達が電車ゴッコをし

てる横で、お父さんお母さん

達がお話をしてみんな笑顔で

帰っていく。困り事が言える

環境づくりも必要です。子ど

もも、大人も安心して過ごせ

る居場所としてこれからも出

没していきます。 

10/2(水) 松川町保健福祉課と4 月から連携が始まりよう

やく今日から拠点が定まり本格的にオープンしました 

近所の人も気になったのか声をかけてくれなにか協力した

いと申してくれました。まさに地域の力共生社会の実現に

向けて松川町から笑顔をお届けします 

今後の予定 

10月20日 松川町ふれあい広場 10：00～15：00 

10月27日 松川町文化祭 10：00～16：00 

11月 3日 飯田市丘の上フェスタ10：00～16：00 

【飯田市社協（エリア：飯田市内）】 

皆で楽しく調理する経験を通

して、調理の楽しさと食の大切

さを知り、自ら食事作りができ

る（食の自立）子どもになるこ

とを応援することを目的に、毎

月1 回10時～12時まで開催し

ている。参加者は20 人。 

子ども食堂の運営は、学校給

食を経験した管理栄養士3人を

中心にした「ララ・ランチ」と

いうグループで、年間を通して

料理教室、弁当配布、食材配布

等を行っている。 

 代表の林さんは、「これからも社協さんと連携して

時々、このような食材配布をいたしますが、よろしくお願

いいたします。 

【山ノ内町社協（エリア：北信ブロック）】 

■9 月の実施状況 

◇事業実施のチラシ等を作成、配布。配布先は各市町

村社協で状況に応じて決定。申請どおりの提供がで

きた。  

▪今後は、食料品、日用品

を利用希望者に毎月末ま

でに提供する仕組みを継

続する。予定している個

数の提供であり、計画ど

おり進めていく。 

◇必要時の各社協への情報

提供と共有をした。９月

分の申込みを各社協に周

知、依頼した。９月２０

日、民生委員会で休眠預

金事業と、くらし、ふれ

あいサポート事業新規申請に係わる説明をした 

▪今後は、定期的に情報交換会や情報共有をしていく

毎月各北信社協に周知をしていく。山ノ内町全戸配

布の社協報 11 月号に、休眠預金事業の掲載をする。 

◇ 食料品、日用品の提供で各社協から上がってきた希

望を聞き取り対応した。（家族人数が多いため数、

量を増やす。調理が苦手なのでレトルト食品を多め

にする）別の個別相談にも対応した。（資金貸付相

談、コロナ貸付償還相談など）  

▪今後は、食料品、日用品の要望を聞き取る他、別の

個別相談を聞き取り必要な支援へとつなげていく。 

◇配送業務を各社協の関係する就労支援事業所に業務

委託して実施。（土、日は配送業者対応）箱詰め作

業も業務委託し月々実施した。  

▪今後は、引き続き月々の業務委託を実施していく。 

【グローブソーシャル（エリア：諏訪ブロック）】 

 グローブソーシャルは、9 月

12日（木）諏訪ブロック社協事

務局長会議に休眠預金事業の諏

訪グロック内での取組みの周知

依頼に訪問した。説明後の質疑

応答では、提供する食料品を社

協で預かり提供していくという

積極的な協力方法も提案され、

今後緊密な連携の基に事業展開

していく確認が行われた。 

9 月中の社協等への納品済みは次のとおり 

▪原 村  →30箱 ▪茅野市→6 箱 ▪下諏訪町→6 箱 

▪富士見町→64箱  ▪岡谷市・諏訪市→検討中  

▪茅野市まいさぽ→ 5箱  ▪ヤマト運輸→104 件発送済 
２ 



【木祖村社協（エリア：木曽ブロック）】 

 10 月3日（木）木曽郡町村社協事務局長会議が開催さ

れ、その席上木祖村社協から「しあわせ安心生活応援事業

（休眠預金事業）」の申込みの中間報告がなされた。 

木祖村社協の休眠預

金事業の特徴的な事業

の一つは「ゴミ屋敷片

付け支援」である。 

この事業は家庭ゴミ

廃棄の清掃センター利

用料の支援であるが、

木曽クリーンセンター

への持込み処理はゴミ

の分別が大変で困難あ

る。当日、ゴミ分別ほぼしないで済む産業廃棄物処理業者

からコンテナを借用して処理する方法に変更することが提

案された。 

 申込みは10 月10日で締め切られ、申込状況は食料品・

日用品等を中心に当初事業予算の６割近くになった。希望

申込項目のアンバランスもあり再度の募集をするか検討中 

【軽井沢町社協（エリア：軽井沢町内）】 

「多世代で楽しむ福祉の交流

の場」をテーマに、9 月 29

日（日）開催し、600 人が来

場した（担当者発表）21団

体・商店などの協力や出展が

あり盛り上がっていた。 

 会場の「木もれ陽の里」内

外では「出会う・知り合う・

つながる」がテーマに、数々

のワークショップや学びの

場、作品展示などを体験しな

がら、人とつながっていた。 

 屋内の作品展示のコーナー

の一角には、休眠預金事業の

取組みについても紹介がなさ

れていた。 

 主にひとり親家庭、子育て中の生活困窮世帯の子どもに

参加してもらう。子ども食堂ひまわり、しゅくだいカフェ

（学習支援）9 月の開催状況は次のとおり。 

〇 子ども食堂開催回数 計   ６回開催 

〇 子ども食堂参加者数 計 154名 

〇 学習支援開催回数  計   １回 

〇 学習支援参加者数  計   １名 講師１名 

 

【北アルプスの風（エリア：大北ブロック）】 

2023休眠預金事業助

成の実行団体選定審査会

で大変注目を浴びた北ア

ルプスの風「干柿プロジ

ェクト」始動した。 

事業計画で、限界集落

に残る資源を活用して、

食品ロスをなくす方法を

検討。その一つの取り組

みとして、地域の高齢世

帯等で管理が難しくなっ

ている柿の木を借り受

け、管理、収穫、干柿に

加工する事業を計画し

た。 

８月～９月にかけて柿

の木の下見をし、10月

に入り柿の実の収穫を始めた。 

干柿づくりの作業は、就労支援作業所（がんばりやさ

ん）の皆さんの仕事に…製品として完成した干柿は、地域

の困窮世帯や福祉施設等に届けることを計画中。 

 

信濃福祉（エリア：長野ブロック）】 

信濃福祉のアウトプットor活動計画の特徴的な一つに

「更生保護施設や保護観察所、地域生活定着支援センター

など触法者をサポートする関係機関や児童養護施設にアプ

ローチし、退所後の地域で

の自立した生活を支える取

り組みの一つとして、プロ

ジェクトの活用を提案す

る」がある 

    ９月の実施状況 

▪地域定着支援センター ５件 

▪更生保護施設裾花寮  ８件 

▪自立準備 ゆめのは  ８件    

計     ２１件 

に支援品を届けることが出来た。 

児童養護施設三帰寮を卒業された

方への連絡は退所児童への支援を

されている荒井様に行って頂きました。 

信濃福祉の「やさしさめぐるプロジェクト」の中では、

経済的理由でスポーツ系の部活参加をあきらめている子ど

もたちを対象に、運動靴などの購入費を支援する活動を

12 月に計画中。スポーツ用品店や靴店などの協力を得て

指定の店舗で自分で欲しい品物を選んで購入できるプログ

ラムを実施する予定。 ３ 



【伊那市社協（エリア：上伊那ブロック）】 

要支援世帯約 250 世帯に支援食糧を配送した。中身

は、カレー（甘口・中辛）、牛丼、カップヌードル、

カップ焼きそば、ふりかけ、お茶漬け、パックご飯、

そうめん、そうめんつゆ、かつおフレーク缶、味噌

汁、サバ水煮、いわしみそ煮を 283 セット用意。209

世帯にヤマト運輸で宅配、それ以外の世帯は手渡しに

て食糧支援をした。 

伊那市社協では、外国人相談窓口のイベントへ参加

し、食糧や生活用品を手渡すとともに、生活状況など

についての相談に対応した。 

また、夜間の相談窓口にてコロナ特例貸付の滞納中

の世帯へ電話連絡し、世帯の状況を伺った。母子家庭

や子育て世帯の家庭等収入が安定しない家庭に対して

食糧支援を行い、償還免除等の手続きの案内を行っ

た。 

 箕輪町では、物資郵送時にお知らせを入れ、連絡を

頂くようアナウンスを掛けている。配送後 15 件の世帯

と繋がり世帯状況の把握を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上伊那広域で食糧支援事業を通じた支援ネットワー

クの仕組みづくりが進んでいる。今年度から、宮田村

内の就労継続支援 B 型サービス事業所に、梱包作業を

発注することによ

り、障害者の作業

工賃アップとやり

がいに資すること

が出来ている。 

伊那ブロックで

は来年度以降の生

活困窮者等に対す

る食糧支援の在り

方を検討していく

ことにしている。

そのために伊那市

社協は 8 月に広

域フードパントリ

ー「むすびや」に

視察訪問した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

１ 2023休眠預金事業 中間報告会の開催 

  日時：12月18日（水）13:00～     

会場：松本市総合社会福祉センター 

  内容：実行団体からの報告＆質疑応答、講評＆ミニ講義 

報告：①この間の取組み状況・課題 

 ②来年度に向けて新たに見えてきた課題等について 

（報告時間は各実行団体10分程度） 

 

２ 生活保護者が福祉的な性質による食料の援助を受けた場合の取扱い 

◆ 「生活保護問答集」の一部改正・要旨） 令和３年３月30日 

都道府県・指定都市民生主管部長 宛    

厚生労働省社会・援護局保護課長名 

食料が贈与された場合には、当該物品等が既に費消されている場合や売却等による活用が困難な場合

に、当該物品等そのものの販売価格を収入認定するようなことは、最低生活維持の観点から行うべきでな

いので、留意すること。 

◆ 令和５年度 長野県地域福祉課から郡市福祉事務所生活保護担当係長宛メールでの周知内容 

生活保護受給者のフードバンク利用については、「保護費で賄うことが原則になるが、生活保護受給者

が食料をフードバンク等から提供を受けた場合であっても、別冊問答集問８－29(2)（312-313ページ）に

おいて「原則、収入として認定しないこととして差し支えない」とされています。」 

資金分配団体からのお知らせ  

４ 

本事業は、休眠預金を財源とする緊急事業であり、本人の自己申告に基づいて対応することはやむを得
ないと考えます。一方で、可能な場合には、担当ケースワーカーとの情報共有に心掛けてください。 
 


